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セカンド・ステージ・プラン事業推進会議設置要綱 

 

１．関西文化学術研究都市セカンド・ステージ・プラン推進委員会が国土庁大都市圏整備局長 に

平成８年４月２５日に提出した答申「関西文化学術研究都市の今後の整備方策について」（以

下「答申」という。）の内容の実現を図るため、セカンド・ステージ・プラン事業推進会議（以

下「推進会議」という。）を設置する。 

 

２．推進会議は、答申に示された次に掲げる事項について、実現化方策の検討、立案及び推進、

並びに、答申の内容の実現を図る上での各種課題に関する検討、調整及び合意形成等を行うも

のとする。 

(1)「文化学術研究の中枢としての機能充実」に関する事項 

(2)「世界に開かれた文化学術研究交流の推進」に関する事項 

(3)「文化の薫る、住みよいまちづくりの推進」に関する事項 

(4) その他都市建設の推進に関する事項 

 

３．推進会議は、別表－１に掲げる者をもって構成する。 

 

４．推進会議の座長は、財団法人関西文化学術研究都市推進機構の理事長をもって充てる。 

 

５．推進会議に、本会議を設け、実現化方策の立案及び推進、並びに、実現化方策推進上の各種

課題に関する検討及び協議等を行うこととする。 

 

６．推進会議に、実現化プロジェクトチームを設け、事業の実現化に向けた活動を行うこととす

る。 

 

７．推進会議に、調査研究チームを設け、実現化方策に関する調査研究活動を行うこととする。 

 

８．推進会議は、学識経験者からなる顧問を置き、推進会議の運営に関して、適宜助言を求める

ことができるものとする。 

 

９．推進会議に、別表－２に掲げるメンバーからなる推進企画委員会を置き、セカンド・ステー

ジ・プランの進行に関する分析・評価並びに具体的展開方策の提案及び実行を目的とした戦略

プログラムの策定を行うこととする。 

 

10．推進会議に、別表－３に掲げるメンバーからなる事務局を置き、推進会議の運営に関する事

務及び推進会議で検討する事項に関する調整等を行うこととする。 

 事務局長は、財団法人関西文化学術研究都市推進機構の常務理事をもって充てる。 

 

11．推進会議は、必要に応じ、関係機関又は関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる

ものとする。 

 

12．推進会議の運営等に関し、その他必要な事項は、推進会議において別途これを定める。 

 

 

  ［制定］ 平成 ８年７月２５日（適用開始  平成 ８年７月２５日） 

  ［改定］ 平成１０年５月２０日（適用開始 平成１０年５月２０日） 

       平成１２年６月 １日（適用開始 平成１２年６月 １日） 
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（別表－１）構成員 

 

     学識経験者 

     京 都 府 企画環境部 文化学術研究都市推進室長 

     大 阪 府 企画調整部 企画室長 

     奈 良 県 企画部 理事  

     京田辺市 助役 

     精 華 町 助役 

     木 津 町 助役 

     枚 方 市 副市長 

     四條畷市 助役 

     交 野 市 助役 

     奈 良 市 助役 

     生 駒 市 助役 

     社団法人 関西経済連合会 理事・産業地域本部長 

     京都商工会議所 理事・産業振興部長 

     大阪商工会議所 地域振興部長 

     奈良商工会議所 業務部長 

     都市基盤整備公団 関西支社 関西文化学術研究都市事業本部 事業部長 

        近畿日本鉄道株式会社 常務取締役 

     株式会社 イオン工学センター 総務部長 

     財団法人 国際高等研究所 事務局長 

     株式会社 国際電気通信基礎技術研究所 取締役総務部長 

          奈良先端科学技術大学院大学 副学長 

          株式会社 けいはんな 取締役・交流事業部長 

     財団法人 関西文化学術研究都市推進機構 理事長、常務理事 

 

    ［オブザーバー］ 

     国土交通省 都市・地域整備局 大都市圏整備課長 

 

 

（別表－２）推進企画委員会 

 

学識経験者 

京 都 府 企画環境部 文化学術研究都市推進室長 

大 阪 府 企画調整部 企画室長 

奈 良 県 企画部 理事 

社団法人 関西経済連合会 事業推進部部長 

都市基盤整備公団 関西支社 関西文化学術研究都市事業本部 事業部長 

株式会社 けいはんな 取締役・交流事業部長 

財団法人 関西文化学術研究都市推進機構 常務理事 

 

    ［オブザーバー］ 

     国土交通省 都市・地域整備局 大都市圏整備課 

関西文化学術研究都市建設推進室長 
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（別表－３）事務局 

 

     京都府 企画環境部 文化学術研究都市推進室 担当参事 

     大阪府 企画調整部 企画室 課長（広域調整担当） 

     奈良県 企画部 学研協力課長  

          都市基盤整備公団 関西支社 関西文化学術研究都市事業本部 

事業部 事業計画第一課長 

株式会社 けいはんな  

財団法人 関西文化学術研究都市推進機構 

         常務理事（事務局長）、総務企画部長、計画調査部長、事業推進部長 

 

    ［オブザーバー］ 

     国土交通省 都市・地域整備局 大都市圏整備課 

関西文化学術研究都市建設推進室長 

     社団法人 関西経済連合会 産業地域本部 地域グループ長 


